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鯖江市自転車等の放置防止に関する条例（素案）に関するパブリックコメントの結果と回答 

 

１．結果 

 公表・閲覧場所 ： 鯖江市ホームページ、鯖江市役所総合案内および都市計画課、市内各地区公民館 

 意見の提出方法 ： 郵送または持参、ファクシミリ、電子メール、オンライン回答 

 募 集 期 間 ： 令和 7年 12 月 4 日から令和 7年 12 月 18 日（2週間） 

 意見提出者数と件数 ： 8 人 8 件 
 

２．意見に対する回答 

規則・第 3条（自転車等駐車場における放置とみなす期間）について 
 

 NO. 意見要旨 鯖江市の考え方 

1 駐輪場における「放置とみなす期間」を７日間

以上としていますが、夏季・冬季などの長期休

暇や積雪などにより７日間以上、自転車に乗れ

ないこともあるかと思うので、この期間につい

てのご検討をお願いしたい。 

自転車等駐車場（以下「駐輪場」という。）は、限られたスペースを多くの方にご利

用いただくため、夏季・冬季休暇など、長期間自転車を利用しないことがあらかじめ

分かっている場合には、ご自宅等へ持ち帰っていただくことが望ましいと考えてお

ります。 

一方で、ご意見のとおり、体調不良や積雪、長雨などにより、やむを得ず一定期間自

転車を利用できない場合があることも考慮し、駐輪場における「放置とみなす期間」

については、再度、検討いたします。 

2 駐輪場の場合は７日間以上で放置扱いになる

としていますが、短すぎると感じます。 

3 天候によっては駐輪場に 7日間以上停めておく

こともありますので、期間を延ばしていただき

たい。 

4 駐輪場における放置が７日間というのは短い

のではないでしょうか。期間のご検討をお願い

します。 
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放置自転車の引取り費用（罰金的なもの）の規定について 

NO. 意見要旨 鯖江市の考え方 

5 ものづくりのまち鯖江の市民は 自転車だけで

なく、ものを大事に使う心を持っていてほし

い。 引取の費用を規定していないのが気にな

るので、いくらかは罰金的に支払ってもらった

ほうが放置が減りそう。 

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で

は、放置自転車等の移動や保管に要した費用を利用者から徴収できる旨が規定され

ており、管理委託費や保管場所の賃借料など、多くの費用が発生している県外の一部

自治体においては、放置自転車の引取り時に一定の費用を徴収している事例があり

ます。 

しかし、本市においては、既存施設を保管場所として活用しており、新たな移動 ・保

管費用が発生しないことから、本条例において費用の徴収は考えておりません。 

今後につきましては、関係機関と連携しながら、放置自転車等の発生抑制に向けた周

知・啓発活動に努めるとともに、状況の変化に応じて必要な対策について検討してま

いります。 

 

その他

NO. 意見要旨 鯖江市の考え方 

6 放置と判断される基準や撤去までの流れが市

民に十分伝わらないと、意図せず不利益を受け

るおそれがあります。誰にとっても分かりやす

い周知方法を工夫していただきたい。 

ご意見のとおり、放置と判断される基準や撤去までの流れについて、市民の皆様に十

分にご理解いただくことは重要であると考えております。 

今後は、ホームページへの掲載や現地での掲示等を通じて、意図せず不利益を受ける

ことのないよう、分かりやすい周知に努めてまいります。 

7 北鯖江駅の駐輪場を利用していますが、いつも

あふれております。駐輪場を増やしていただき

たい。 

北鯖江駅周辺の駐輪場については、利用者が増加し、混雑している状況を認識してお

ります。このため、現在、駐輪場の増設に向けた準備を進めており、令和７年度中の

完成を予定しています。 

8 鯖江駅前駐輪場は夏休みなどの期間中は満車

になっていることが多く、自転車が駐輪場から

あふれているのを見かけます。乗らない自転車

は持ち帰るよう学校から指導してもらっては

どうか。 

駐輪場は、限られたスペースを多くの方にご利用いただくため、夏季・冬季休暇など、

長期間自転車を利用しないことがあらかじめ分かっている場合には、ご自宅等へ持

ち帰っていただくことが望ましいと考えております。 

今後は、駐輪場内への看板設置による注意喚起を行うとともに、学校とも連携しなが

ら、駐輪場の適正利用について周知してまいります。 


